
現行地域公共交通計画の変更について 資料３

＜計画変更の理由＞

 国の「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」を活用し、本市ＡＩデマンドタクシーの運行の確保・維
持を図るもの。

 補助金活用にあたり、現行の熊本地域公共交通計画の内容の一部変更及び所定様式による国への計画
認定申請を行う。

＜変更する内容＞

① 該当事業の追記（P.１３９）
• 国事業（地域公共交通確保維持事業）を記載

② 「事業（１３）新たなコミュニティ交通の導入」の実施概要の追記（P.１４０）
• 事業目的達成に向けた実施概要（公共交通空白地域等におけるＡＩデマンドタクシーの運行）を記載

• 導入基準・サービス水準に基づく新たな運行として、補助申請を行う対象系統（植木、西南、富合・城
南の3地区）、許可区分（4条乗合※現在は21条）、運行態様（区域運行）等を記載

• 当該運行の実施による数値目標（利用件数、収支率）を記載

※変更内容の詳細及び所定様式は別紙参照
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熊本地域公共交通計画 新旧対照表 
 第７章 目標達成のための施策・事業 

修正前 修正後 
P139 

  

P139 
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 第 7 章 目標達成のための施策・事業 
修正前 修正後 

P140 
 記載なし 
 

P140 
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